
 

一 

 
 

 
 

 

公
職
選
挙
法
及
び
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文 

  

一 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
〔
第
一
条
に
よ
る
改
正
〕 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
議
員
の
定
数
） 

第
四
条 

衆
議
院
議
員
の
定
数
は
、
三
百
三
十
六
人
と
し
、
そ
の
う
ち
、
二
百

四
十
人
を
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
九
十
六
人
を
比
例
代
表
選
出
議
員
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
） 

第
十
三
条 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
は
、
別
に
法
律
で
定

め
、
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
、
一
人
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
変
更
が
あ
つ
て
も
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選

出
）
議
員
の
選
挙
区
は
、
な
お
従
前
の
区
域
に
よ
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の

選
挙
区
に
わ
た
つ
て
市
町
村
の
境
界
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

４ 

（
略
） 

５ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
二
以
上
の
選
挙
区
に
わ
た
つ
て
市
町

村
の
廃
置
分
合
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

一
項
に
規
定
す
る
法
律
で
定
め
る
選
挙
区
が
最
初
に
更
正
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
は
、
な
お
従
前
の
区
域
に

 

（
議
員
の
定
数
） 

第
四
条 

衆
議
院
議
員
の
定
数
は
、
四
百
八
十
人
と
し
、
そ
の
う
ち
、
三
百
人

を
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
百
八
十
人
を
比
例
代
表
選
出
議
員
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
） 

第
十
三
条 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
は
、
別
表
第
一
で
定

め
、
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
、
一
人
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

別
表
第
一
に
掲
げ
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
変
更
が
あ
つ
て
も
、
衆

議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
は
、
な
お
従
前
の
区
域
に
よ
る
。

た
だ
し
、
二
以
上
の
選
挙
区
に
わ
た
つ
て
市
町
村
の
境
界
変
更
が
あ
つ
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 
（
略
） 

５ 
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
二
以
上
の
選
挙
区
に
わ
た
つ
て
市
町

村
の
廃
置
分
合
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別

表
第
一
が
最
初
に
更
正
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）

議
員
の
選
挙
区
は
、
な
お
従
前
の
区
域
に
よ
る
。 



  

二 

よ
る
。 

６ 
（
略
） 

  

（
新
聞
広
告
） 

第
百
四
十
九
条 
（
略
） 

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
選
挙
区
に
お
け

る
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
（
十
六
人
を

超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
十
六
人
と
す
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
応
じ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
寸
法
で
、
い
ず
れ
か
一
の
新
聞
に
、
選
挙
運

動
の
期
間
中
、
総
務
省
令
で
定
め
る
回
数
を
限
り
、
選
挙
に
関
し
て
広
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
～
６ 

（
略
） 

  
 

 

附 

則 

（
削
る
） 

      

別
表
第
一 

削
除 

 

６ 

（
略
） 

  

（
新
聞
広
告
） 

第
百
四
十
九
条 

（
略
） 

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
選
挙
区
に
お
け

る
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
（
二
十
八
人

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
二
十
八
人
と
す
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
応
じ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
寸
法
で
、
い
ず
れ
か
一
の
新
聞
に
、

選
挙
運
動
の
期
間
中
、
総
務
省
令
で
定
め
る
回
数
を
限
り
、
選
挙
に
関
し
て

広
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
～
６ 

（
略
） 

  
 

 

附 

則 

８ 

別
表
第
一
中
長
野
県
木
曽
郡
及
び
岐
阜
県
中
津
川
市
の
区
域
並
び
に
別
表

第
二
中
長
野
県
及
び
岐
阜
県
の
区
域
（
地
方
自
治
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
長
野
県
木
曽
郡
山
口
村
を
廃
止
し
、
及
び
そ
の
区
域
を
岐
阜
県
中
津

川
市
の
区
域
に
編
入
す
る
都
道
府
県
の
境
界
に
わ
た
る
市
町
村
の
境
界
の
変

更
を
す
る
総
務
大
臣
の
処
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十

三
条
第
三
項
本
文
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

別
表
第
一 

（
略
） 



 

三 

 
別
表
第
二
（
第
十
三
条
関
係
） 

 

選 
挙 

区 

議 

員 

数 

北 

海 
道 

四
人 

東 
 

 

北 

七
人 

 

青 

森 

県 
 

 

岩 

手 

県 
 

 

宮 

城 

県 
 

 

秋 

田 

県 
 

 

山 

形 

県 
 

 

福 

島 

県 
 

北 

関 

東 

十
人 

 

茨 

城 

県 
 

 

栃 

木 

県 
 

 

群 

馬 

県 
 

 

埼 

玉 

県 
 

南 

関 

東 

十
二
人 

 

千 

葉 

県 
 

 

神

奈

川

県 
 

 

山 

梨 

県 
 

東 

京 

都 

十
人 

北

陸

信

越 

六
人 

 

新 

潟 

県 
 

 

別
表
第
二
（
第
十
三
条
関
係
） 

 

選 

挙 

区 

議 

員 

数 

北 

海 

道 

八
人 

東 
 

 

北 

十
四
人 

 

青 

森 

県 
 

 

岩 

手 

県 
 

 

宮 

城 

県 
 

 

秋 

田 

県 
 

 

山 

形 

県 
 

 

福 

島 

県 
 

北 

関 

東 

二
十
人 

 

茨 

城 

県 
 

 

栃 

木 

県 
 

 

群 

馬 

県 
 

 

埼 

玉 

県 
 

南 

関 

東 

二
十
二
人 

 

千 

葉 

県 
 

 

神

奈

川

県 
 

 
山 

梨 

県 
 

東 
京 
都 

十
七
人 

北

陸

信

越 

十
一
人 

 

新 

潟 

県 
 



  

四 

 

富 

山 

県 
 

 
石 

川 

県 
 

 

福 
井 

県 
 

 

長 

野 
県 

 

東 
 

 

海 

十
一
人 

 

岐 

阜 

県 
 

 

静 

岡 

県 
 

 

愛 

知 

県 
 

 

三 

重 

県 
 

近 
 

 

畿 

十
六
人 

 

滋 

賀 

県 
 

 

京 

都 

府 
 

 

大 

阪 

府 
 

 

兵 

庫 

県 
 

 

奈 

良 

県 
 

 

和

歌

山

県 
 

中 
 

 

国 

六
人 

 

鳥 

取 

県 
 

 

島 

根 

県 
 

 

岡 

山 

県 
 

 

広 

島 

県 
 

 

山 

口 

県 
 

四 
 

 

国 

三
人 

 

富 

山 

県 
 

 

石 

川 

県 
 

 

福 

井 

県 
 

 

長 

野 

県 
 

東 
 

 

海 

二
十
一
人 

 

岐 

阜 

県 
 

 

静 

岡 

県 
 

 

愛 

知 

県 
 

 

三 

重 

県 
 

近 
 

 

畿 

二
十
九
人 

 

滋 

賀 

県 
 

 

京 

都 

府 
 

 

大 

阪 

府 
 

 

兵 

庫 

県 
 

 

奈 

良 

県 
 

 

和

歌

山

県 
 

中 
 

 

国 

十
一
人 

 

鳥 

取 

県 
 

 

島 

根 

県 
 

 
岡 

山 

県 
 

 

広 
島 

県 
 

 

山 

口 
県 

 

四 
 

 

国 

六
人 



 

五 

 

徳 

島 

県 
 

 
香 

川 

県 
 

 

愛 
媛 

県 
 

 

高 

知 
県 

 

九 
 

 

州 

十
一
人 

 

福 

岡 

県 
 

 

佐 

賀 

県 
 

 

長 

崎 

県 
 

 

熊 

本 

県 
 

 

大 

分 

県 
 

 

宮 

崎 

県 
 

 

鹿

児

島

県 
 

 

沖 

縄 

県 
 

 

こ
の
表
は
、
国
勢
調
査
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五

条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
に
限
る
。
）

の
結
果
に
よ
つ
て
、
更
正
す
る
こ
と
を
例
と
す
る
。 

 

別
表
第
三 

（
略
） 

 

徳 

島 

県 
 

 

香 

川 

県 
 

 

愛 

媛 

県 
 

 

高 

知 

県 
 

九 
 

 

州 

二
十
一
人 

 

福 

岡 

県 
 

 

佐 

賀 

県 
 

 

長 

崎 

県 
 

 

熊 

本 

県 
 

 

大 

分 

県 
 

 

宮 

崎 

県 
 

 

鹿

児

島

県 
 

 

沖 

縄 

県 
 

 

こ
の
表
は
、
国
勢
調
査
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五

条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
に
限
る
。
）

の
結
果
に
よ
つ
て
、
更
正
す
る
こ
と
を
例
と
す
る
。 

 

別
表
第
三 

（
略
） 

 
 



  

六 

 
二 

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
（
平
成
六
年
法
律
第
三
号
）
〔
第
二
条
に
よ
る
改
正
〕 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
改
定
案
の
作
成
の
基
準
） 

第
三
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
定
案
の
作
成
は
、
各
選
挙
区
の
人
口
の
均
衡

を
図
り
、
各
選
挙
区
の
人
口
（
官
報
で
公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
全
国
的
な
人
口
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
最
も
多
い
も
の
を
最
も
少
な
い
も
の
で
除
し
て
得
た

数
が
二
以
上
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
、
行
政
区
画
、
地
勢
、
交

通
等
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
合
理
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
改
定
案
の
作
成
の
基
準
） 

第
三
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
定
案
の
作
成
は
、
各
選
挙
区
の
人
口
の
均
衡

を
図
り
、
各
選
挙
区
の
人
口
（
官
報
で
公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
全
国
的
な
人
口
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
最
も
多
い
も
の
を
最
も
少
な
い
も
の
で
除
し
て
得
た

数
が
二
以
上
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
行
政
区
画
、
地

勢
、
交
通
等
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
合
理
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

 


